
１．問題の所在
　弁護士の役割については、「大多数の貧困者の
声を司法の場に反映させること」であるという
主張がある（ランゲ 2013：764）。この主張には、
弁護士は弱者の味方という意味が込められている
と言えよう。しかし、中華人民共和国（以下「中国」
という。また、1949 年 10 月１日の中華人民共和
国成立宣言以降を特に強調する場合は「新中国」
という）の弁護士［律師］は必ずしも、このよう
な立場にはなかった。中国の弁護士は、中国共産
党（以下単に「党」ともいう）の嫌がる事件を積
極的に引き受ける弁護士や人権派弁護士などは活
動を続けることが許されなくなる可能性があるな
ど、弱者のために党と闘うことが難しい状況にあ
る（これについては２．（６）で詳細を解説する）。
　ところが、最近の問題はこれだけではない。中
国では 2012 年３月 14 日に刑事訴訟法が全面改正

された（2013 年１月１日改正法施行。以下「12
年刑訴法」という）。12 年刑訴法第 46 条には、
これまでの刑事訴訟法にはなかった以下の条文が
規定された。「弁護を行う弁護士は業務活動中に
知った委託者に関する状況および情報について守
秘する権利を持つ。ただし、弁護を行う弁護士が
業務活動中に、委託人もしくはその他の者が国家
安全に危機を与える、もしくは公共の安全および
他人の人身に重大な危害を与える犯罪を準備して
いる、もしくはまさに行っている場合、ただちに
司法機関に連絡しなければならない」。中国で弁
護士制度について規定している律師法（1996 年
５月 15 日公布。1997 年１月１日施行。2017 年
９月１日最終改正。2018 年１月１日改正法施行）
第 38 条にも、類似する規定はある。しかし、こ
ちらは「（第１項）弁護士は業務活動中に知った
国家秘密、商業秘密を保守しなければならず、個
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人のプライバシーを漏洩してはならない。（第２
項）弁護士は業務活動中に知った委託者およびそ
の他の者が漏洩されることを望まない状況および
情報について守秘しなければならない。ただし、
委託人もしくはその他の者が国家の安全、公共の
安全および他人の人身の安全に危害を加える犯罪
もしくはその準備行為を行っている事実およびそ
の情報についてはこの限りではない」とだけ規定
している。
　この律師法第 38 条の規定と 12 年刑訴法第 46
条の規定は、類似する部分もあるが、その内容は
大きく異なる。律師法第 38 条の規定は、一定の
犯罪行為やその準備行為について例外はあるもの
の、弁護士が業務に関して知った情報を秘密にし
なければならないという「守秘義務」について規
定している。ところが、12 年刑訴法第 46 条では
弁護士が業務に関して知った情報を守秘する権利
があるとの「守秘の権利」に変わっている。「守
秘義務」に比べると「守秘の権利」では、情報を
秘密にしなければならない程度は大きく減退して
いると言える。そして、律師法第 38 条では「国
家の安全、公共の安全および他人の人身、財産
の安全に危害を加える犯罪もしくはその準備行為
の事実およびその情報」については守秘義務の例
外として規定されているにとどまっているが、12
年刑訴法第 46 条では、これらを知った場合、弁
護士は司法機関に通報しなければならないという

「通報義務」が課されている。
　12 年刑訴法第 46 条の「守秘の権利」と「通報
義務」については、刑事訴訟の場合にのみ弁護士
に適用され、民事訴訟の場合には適用されないと
考えられる。そうだとしても、被疑者が弁護士に
相談した際に、嫌疑をかけられている犯罪以外に
も重大犯罪の準備行為をしていた場合、そのこと
を弁護士に話すと、それも司法機関に通報されて
しまうことになる。これにより、弁護士は弱者を
国家権力から守るというよりも、国家に協力しな
ければならないという側面があるようになったと

も言える。
　本稿は、12 年刑訴法第 46 条の規定を素材にし
て、中国における弁護士はどのような社会的役割
を担っているのかを検討し直そうとするものであ
る。なお、これまで中国の弁護士制度の問題点や
社会的役割などを、最もまとめた先行研究は髙見
澤＝鈴木（2010：168-178）である。しかし、こ
れは執筆された時期の問題もあり、12 年刑訴法
における弁護士の「守秘の権利」と「通報義務」
の問題には触れられていない。

２．中国における弁護士制度の変遷
　本章では、議論の前提として中国の弁護士制度
の変遷を見る。

（１）古代中国における弁護士制度
　中国でいつから弁護士制度が始まったのかにつ
いては論争がある（周 2004：４- ６）。この中で
最も古くから弁護士制度が始まったとする学説に
よれば、『左伝紀事本来（三）』に紀元前 632 年に
弁護士を呼んで訴訟が行われたという記述がある
という（谭 2008：18；陆 2011：286）。この時期
には中国語でも「律師」ではなく「弁護士」と呼
ばれていたという（谭 2008：18）。『左伝紀事本
来（三）』によれば、弁護士は法律に精通し、原
告と激しい議論をして被告の利益のために尽力し
たという（谭 2008：18）。また、後に唐時代の頃
になると「訴師」が登場した（陆 2011：286；黄 
2015：34）。訴師は、訴状の代筆を行い、法廷外
での訴訟進行を補助した（訴師自身の法廷への入
室は認められていなかった）（陆 2011：286）。さ
らに、後の元、明、清の時代にはいずれも訴訟代
理制度が存在したという（陆 2011：286）。
　ところで、『左伝紀事本来（三）』に記載されて
いる弁護士制度は、一見すると、現代の日本など
の弁護士制度とほぼ同様にも見える。しかし、現
代日本などの弁護士制度とは大きく異なると指摘
されている（谭 2008：18；陈 2014a：14）。それは、
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古代中国においては、法は統治者が専制的統治を
行うための道具であり、裁判も糾弾的な形式と
なっていたためである。つまり、訴訟当事者の権
利は理不尽に剥奪されているので、適切な弁護や
代理行為は不可能に近かったということである。

（２）中華民国期における弁護士制度
　アヘン戦争敗北により中国は半植民地化し、
外国人弁護士が中国にもやってきた。外国人弁
護士は、租界地の法廷で職務を行っていた（陈 
2014a：14；黄 2015：35）。また、中国はこの半
植民地化を脱するために、近代化を目指し、法制
改革を開始した。そして弁護士制度においては、
外国人弁護士が中国で活動できないようにする代
わりに中国独自の弁護士制度の創設が必要となっ
た（黄 2015：35）。その結果 1906 年５月に完成
した「大清刑事民事訴訟法草案」第 199 条～第
207 条に、「律師」の名目で弁護士制度について
の規定が置かれた（谭 2008：19；黄 2015：35）。
これにより、中国に西洋型の弁護士制度が初め
て創設されたとされている（庄 1992：76；武 
2004：317）。しかし、この「大清刑事民事訴訟法
草案」は強烈な反対を受け、結局施行はおろか公
布さえされることはなかった（黄 2015：35）。
　その後 1911 年にも弁護士について言及した清
朝の刑事訴訟律草案、民事訴訟律草案、孫文の命
令により起草された律師法などが作成されたが、
どれも公布や施行はされなかった（谭 2008：
19；陈 2014a：15）。実際に西洋型の弁護士制度
について規定し、施行されたはじめての法は、
1912 年９月 16 日に北洋政府が公布した「律師暫
行章程」であった（谭 2008：19；李，韩［ほか］
2017：186）。この律師暫行章程には、弁護士資格、
弁護士の義務、弁護士の懲戒などについて規定さ
れていた。さらに、北洋政府はこの後も「律師登
録暫行章程」、「律師懲戒暫行規則」など、弁護士
に関する規則を発布していった。
　そして、南京政府成立後は 1927 年７月に律師

章程が制定され、1930 年には弁護士協会［律師
協会］が設立され、弁護士制度は大きく発展した
とされている（陆 2011：287）。さらに南京政府は、
1941 年には律師法を制定し、これにより北洋政
府の律師暫行章程は失効することとなった（李，
韩［ほか］2017：186）。さらに南京政府は「律師
法施行細則」、「律師登録規則」、「律師懲戒規則」
なども制定していった。

（３）中国共産党革命根拠地における弁護士制度
　中華民国期において中国共産党が武力を用いて
実効支配を行った地域を中国共産党革命根拠地と
いう（以下「根拠地」という）。根拠地には、中
華民国法制とは異なる中国共産党独自の法制度が
置かれた。
　根拠地には、弁護士制度は存在しなかったが、
他人に援助して弁護を代理させる制度は存在して
いた（田中 1997：196；周 2004：６）。例えば、
1932 年６月９日に中華ソビエト共和国中央執行
委員会が公布した「裁判部門に関する暫定的組織
および裁判条例［裁判部暫行組織及裁判条例］」
第 24 条には、「被告人は本人の利益のために、代
理を派遣して出廷させ弁護を行わせることができ
る。ただし、法廷の許可を得なければならない」
という規定があった。他にも、1943 年９月１日
に公布され、同月 15 日に施行された「ソビエト
中区第二行政区訴訟暫定条例［蘇中区第二行政区
訴訟暫行条例］」第 22 条にも、「各級司法機関が
事件を審理するとき、当事者は、前もって法にし
たがい法廷の許しを得て、代理人、弁護人または
補助者を招聘することができる」との規定があっ
た。これら根拠地の訴訟の代理制度については「戦
争という環境の制約により、専業弁護士を設立す
ることはなかったが、裁判に際し、被告人が依頼
した親族または法律知識をもつ者が出廷し、彼の
ために弁護することを許した」と指摘されている

（周 2004：８）。
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（４）1950 年代中国における弁護士制度
　新中国は中華民国期の法制度を全て否定したた
め、新中国はまず中華民国期の弁護士制度の解体
に着手した。このために政務院は 1950 年 12 月に

「闇弁護士および訴訟ゴロ取締事件に関する通報
［関于取締黒律師及訴訟棍事件的通報］」を発布し
た（谭 2008：293；高見澤＝鈴木［ほか］2016：
343）。これにより中華民国期に資格を得た弁護士
は原則として取り締まりの対象となり、弁護士組
織は解散させられ、弁護士活動も原則として停止
することになった（陈 2014a：16）。ただし、新
中国における弁護士制度はまだ確立しておらず、
中華民国期に資格を得た全ての弁護士の活動が禁
止されたわけではなかった（田中 1997：197）。
　そして 1953 年には上海市人民法院は「公設弁
護人室」を設立し、刑事事件の被告人は新中国に
認められた弁護士を請求できることとなった（田
中 1997：197；谭 2008：20）。翌 1954 年にはこ
の「公設弁護人室」は「公設弁護士室［公設律師
室］」と改名した。さらに、1954 年７月には中央
人民政府司法部が「試験的法院組織制度中のいく
つかの問題に関する通知［関于試験法院組織制度
中幾個問題的通知］」を発し、これにより北京、
上海、天津、重慶、武漢、瀋陽などの大都市で法
律顧問処が試験的に開始され、新中国の弁護士制
度が始まった（陈 2014a：16；黄 2015：36）。さ
らに、1954 年９月に制定された「人民法院組織法」
第７条にも「被告人は自ら弁護権を行使する以外
に、弁護士に委託することができる」と規定され
た。そして、1955 年までには北京、上海、南京、
武漢など 26 の都市で弁護士制度が試験的に実施
された。
　しかし、1957 年後半より反右派闘争が拡大す
ると、「弁護士制度はブルジョア階級の産物で
ある」と弁護士制度そのものが批判されるよう
になり、多くの弁護士が右派として批判された

（谭 2008：21；黄 2015：36）。これより、中国は
1979 年までの 22 年間弁護士制度不在の時代を迎

えることになる（谭 2008：294；李，韩［ほか］
2017：187）。

（５）律師暫行条例下での弁護士制度
　文化大革命終了後の 1979 年頃から、いくつ
かの都市で試験的に弁護士制度が再開した（周 
2004：13；髙見澤＝鈴木 2010：169）。そして、
鄧小平は 1980 年１月 16 日に「現在我々は司法部
門の幹部にもなれる。これには裁判官［法官］、
弁護士、審判官、検察官、専門警察を含み、少な
くとも 100 万人の不足が生じている」と発言した

（邓 1994：263）。この発言により、文化大革命期
のように弁護士活動が批判されることはないとい
うことが確認され、同年８月 26 日に律師暫行条
例が公布された（1982 年１月１日施行）。さらに、
1980 年 10 月 29 日から 11 月５日にかけて全国弁
護士業務座談会［全国律師工作座談会］が開催さ
れ、弁護士制度の再建についても協議がなされた

（許 1989：193）。律師暫行条例による弁護士制度
は、1950 年代に中国で行われていた弁護士制度
の再現であったと言われている（髙見澤＝鈴木 
2010：169）。すなわち、弁護士とは国家の法律工
作者であり、国家機関、企業や事業単位、社会団
体、人民公社および公民に法律サービスを提供し、
国家、集団の利益および公民の合法的利益を保護
することを任務としている（律師暫行条例第１
条）。このときは、中国を愛し、社会主義制度を
擁護し、選挙権および被選挙権を有する公民のう
ち、①高等教育の法律専攻を卒業して、２年以上
司法業務か法学教育、法学研究をしたことがある
者か②法律専門の訓練を受け、人民法院で裁判か
人民検察院で検察員をしたことがある者などが審
査に合格すると弁護士になることができた（律師
暫行条例第８条）。また、弁護士が職務を行う機
関は、法律事務所［法律顧問処］と定められてい
た（律師暫行条例第 13 条第１項）。法律事務所は、
司法行政機関の一部であり、さらに司法行政機関
から組織指導および業務監督を受けていた（律師
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暫行条例第 13 条第２項）（髙見澤＝鈴木 2010：
169）。このため、弁護士は司法行政機関の職員で
あり、法律事務所も国家の費用で運営がなされて
おり（髙見澤＝鈴木 2010：170）、弁護士の自治
も否定されていた（田中 1997：207；鈴木 2003：
353）。いわば、弁護士は公務員であり（「公律師」
とも呼ばれた）、行政サービスの一環として弁護
士業務を行っていたのである（許 1989：193）。
このような弁護士制度は、計画経済期の弁護士の
あるべき形とまで評された（谭 2008：23）。さら
に 1987 年には、法律事務所は弁護士事務所［律
師事務所］と名称変更を行った。
　そして 1988 年６月に司法部は「合作弁護士事
務所の試験的導入案［合作律師事務所試点方案］」
を発布し、合作制法律事務所が試験的に開始した。
合作制法律事務所とは、公務員としての身分を持
たない弁護士が自主運営する弁護士事務所である
が、当該弁護士事務所の資産は集団所有に属する
ので、これも「公有制」の中にあると解されてい
た（髙見澤＝鈴木 2010：170）。その後、1991 年
に鄧小平の南巡講話が出され、社会主義市場経
済制度導入が決定すると、「中共中央による社会
主義市場経済体制設立に関する若干の問題の決
定［中共中央関于建立社会主義市場経済体制若干
問題的決定］」および 1993 年 11 月 26 日に「弁護
士業務深化に関する改革の方案［関于深化律師工
作改革的方案］」が出され、パートナーシップ制
法律事務所［合伙制律師事務所］が試験的に開始
した。パートナーシップ制法律事務所とは、司法
行政機関から許可を得て、パートナー弁護士が出
資することにより設立される私的所有に属する
法律事務所である（鈴木　2003：354；谭 2008：
301；髙見澤＝鈴木 2010：170）。つまり、パートナー
シップ制法律事務所の登場により、新中国でもよ
うやく国家から独立した形態の弁護士および弁護
士事務所が認められるようになったと言える。
　なお、弁護士の守秘義務に関しては、律師暫行
条例第７条第３項に「弁護士は業務活動中に接触

した国家機密および個人情報を、守秘する責任を
有する」との規定があった。

（６）律師法下での弁護士制度
　1996 年５月 15 日に律師法が公布され（1997 年
１月１日施行。同日、律師暫行条例廃止）、これ
により、法律上も合作制法律事務所やパートナー
シップ制法律事務所が認められるようになった

（律師法第 17 条、第 18 条（2007 年律師法改正以
降は第 15 条））。また、弁護士資格は、高等教育
で法律を専攻して専科（日本でいう「短大」に相
当）を卒業した者もしくは高等教育で法律以外を
専攻して本科（日本でいう「大学」に相当）を卒
業した者が弁護士資格試験［律師資格考試］に合
格した場合に、司法行政部門から与えられること
になった（律師法第６条）。
　また、律師法制定により、弁護士業務を行うに
は、弁護士資格の他に執業証を取得していること
も求められるようになった（律師法第５条）。執
業証とは、弁護士としての運転免許証のようなも
のであると指摘されており（髙見澤＝鈴木 2010：
173）、弁護士資格とは別に毎年更新し（律師執業
証管理弁法（1996 年 11 月 25 日公布。1997 年１
月１日施行）第 12 条）、弁護士活動を行う際には
常に有効な執業証を携帯する必要がある。また、
弁護士事務所自体も事務所の営業許可証である執
業許可証を毎年更新しなければならない。
　なお、1996 年に制定された律師法では、第 31
条で「弁護士は、業務活動中に知った国家秘密お
よび当事者の職業上の秘密を保守しなければなら
ず、当事者のプライバシーも漏洩してはならない」
と規定していた。
　律師法は 2001 年 12 月 29 日に改正され（2002
年１月１日施行）、これにより、弁護士資格は、
高等教育で法律を専攻して本科を卒業した者もし
くは高等教育で法律以外を専攻して本科を卒業し
て法律に関する専門知識がある者が、国家司法試
験［国家司法考試］に合格すると与えられること
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になった（第１回国家司法試験は 2002 年３月に
行われた）。なお、国家司法試験は弁護士になる
ためだけの資格試験ではなく、裁判官、検察官
になる場合にも合格することが必要となる（国家
司法考試実施弁法（2008 年８月８日公布・施行）
第２条第２項）。
　さらに、律師法は 2007 年 10 月 28 日、2012 年
10 月 26 日、2017 年９月１日に改正されて現在に
至る（それぞれ 2008 年６月１日、2013 年１月１日、
2018 年１月１日に施行）。これら改正のうち、弁
護士の守秘義務に関して言えば、2007 年改正か
ら規定が第 38 条に移動し、その条文も「（第１項）
弁護士は業務活動中に知った国家秘密、商業秘密
を保守しなければならず、個人のプライバシーを
漏洩してはならない。（第２項）弁護士は業務活
動中に知った委託者およびその他の者が漏洩され
ることを望まない状況および情報について守秘し
なければならない。ただし、委託人もしくはその
他の者が国家の安全、公共の安全および他人の人
身、財産の安全に危害を加える犯罪もしくはその
準備行為を行っている事実およびその情報につい
てはこの限りではない」となった。この条文は、
１．で見た条文に加えて「財産の安全に危害を加
える犯罪」も守秘義務の例外となっていた。その
後、2012 年改正で、守秘義務の例外から「財産
の安全に危害を加える犯罪」が削除され、１．で
見た条文となった。
　ところで、弁護士の執業証については、毎年更
新が必要なわけだが、更新の不許可基準が明確で
なく、人権派弁護士や党の嫌がる弁護士活動を行
う弁護士が更新を拒絶されたり、更新決定を遅ら
されるといった例があったと言われている（髙見
澤＝鈴木 2010：173）。ところが、2009 年９月 21
日に公布・施行された「弁護士および弁護士事務
所執業証書管理弁法［律師和律師事務所執業証書
管理弁法］」第 12 条で、この執業証の更新制度が
廃止され、毎年確認印を捺すだけでよいことと
なった。この確認印の押印に弁護士に対する政治

的思惑が入らないのだとすれば画期的なことであ
るとの評価もある（髙見澤＝鈴木 2010：174）。

３．12年刑訴法と中国の弁護士制度
（１）12年刑訴法の評価
　新中国において、刑事訴訟法は 1979 年に初め
て制定された。1979 年より前には「人民法廷組
織通則［人民法庭組織通則］」（1950 年７月）、「人
民法院暫定組織条例［人民法院暫行組織条例］」

（1951 年９月）、「人民法院組織法」（1954 年９月）
などが刑事訴訟法の代わりとなっていた。新中国
では 1979 年７月１日に初めての刑事訴訟法が全
国人民代表大会会議を通過した（同月７日公布。
1980 年１月１日施行。以下「79 年刑訴法」とい
う）。79 年刑訴法は、社会主義イデオロギーの強
い法律であったと指摘されている１。
　そして 79 年刑訴法は 1996 年３月７日に全面改
正された（1997 年１月１日改正法施行。以下「96
年刑訴法」という）。これは社会主義市場経済体
制の導入により、社会生活も大きく変化したため、
この社会変化に法律を適合させるための改正だっ
たとも言われ（陈 2014b：26）、刑事訴訟制度の
民主化および科学化に大きな一歩を記録したと言
われている（谭 2009：45；陈 2014b：26）。しか
し、96 年刑訴法も、社会主義イデオロギーは完
全に消滅したわけではないと指摘されている（高
橋 2016：58）。
　そして、96 年刑訴法が 2012 年３月 14 日に全
面改正され 12 年刑訴法になった。この 2012 年の
改正は中国では「経済社会の早い発展により、各
方面の状況が変化した」ため、その変化に法制度
を適合させるためのものであると言われている

（陈 2014b：27）。特に 2004 年に中国憲法（1982
年 12 月４日公布・施行）が改正され、第 33 条
第３項に「国家は人権を尊重し保障する」とい
う条文が導入された。これに対応させるために
12 年刑訴法第２条は、「人権を尊重および保障す
る」と規定した。このような改正憲法への対応も
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2012 年の刑事訴訟法改正の大きな目的であった
と言われている（龙、杨 2012：60）。ところで、
中国社会は社会主義市場経済制度の導入により、
公害問題や労働争議、民族紛争、貧困問題など社
会の矛盾や亀裂が深刻化していた。このような矛
盾や亀裂を解決するために 2004 年に「社会主義
和諧社会」が提起されたようになった。そして実
際には、これらの矛盾や亀裂から多発する「暴乱
事件」に対応するために刑事訴訟法が改正された
という側面もあると言える。
　ところで、12 年刑訴法第２条の「人権を尊重
および保障する」の文言は 79 年刑訴法および 96
年刑訴法には規定されていなかった。そのため、
この条文が導入されたことをもって、12 年刑訴
法は「人権の保障を刑事訴訟法の任務に掲げた」
と積極的に評価されている（金 2013：９；陳 
2013：43）。しかし、12 年刑訴法の運用実態も結
局西側諸国的な人権論を導入したとは言い難く

（高橋　2016：62）、中国の刑事訴訟法は一貫して
社会主義イデオロギーや社会主義理論により、党
の意にそぐわぬ者に超法規的措置を執ることが行
われていると言える（高橋　2016：58）。
　総括すると、12 年刑訴法は人権保障の点から、
中国では極めて評価が高いものの、法運用の実態
まで着目すると人権保障はなされていないという
評価ができると言えよう。

（２）日本の弁護士の守秘義務と比較して
　２．で見たように新中国では、合作制弁護士事
務所やパートナーシップ制弁護士事務所制度が認
められるまで、弁護士は公務員であり、行政サー
ビスの一環として訴訟代理や法律相談を提供して
いた。しかし、特にパートナーシップ制弁護士事
務所が認められたことで、日本などと同等と言っ
ても構わない私営弁護士が増えている。しかし、
12 年刑訴法第 46 条の「守秘の権利」および「通
報義務」は、弁護士にも犯罪の情報提供を義務づ
けている点で、パートナーシップ制弁護士事務所

の弁護士にも、公安（日本でいう「警察」に相当
する）に協力する公務員としての性質を付与しよ
うとしているように見える。
　この通報義務は、日本の弁護士制度とは大き
く異なるからである。日本では弁護士の他、医
師、弁理士、公証人などの専門職には、職務上知
りえた事実で黙秘すべき事項については、訴訟上
でも証言を拒否することができる（日本の民事訴
訟法（1996 年（平成８年）６月 26 日公布。1998
年（平成 10 年）１月１日施行。2017 年（平成 29
年）６月 23 日最終改正。翌月 13 日改正法施行）
第 197 条第１項第２号。日本の刑事訴訟法（1948
年（昭和 23 年）７月 10 日公布。翌年１月１日
施行。2017 年（平成 29 年）６月 23 日最終改正。
翌月 13 日改正法施行）第 149 条）。これら弁護士
をはじめとする専門職の証言拒絶権は、これら専
門職の業務を保護するため、守秘義務を基礎とす
る高度の信頼性が求められるためと解されている

（伊藤 2011：376；藤田 2013：279；池田＝前田 
2014：339；上口 2015：311）。つまり、この点を
日中で比較すれば、日本は弁護士などの専門職の
信頼性確保のために、証言拒絶が認められるのに
対し、中国は、弁護士に対する信頼性が多少失墜
したとしても、弁護士を犯罪の確認に動員する方
を重要視していると言える。
　さらに、日本の弁護士法（1949 年（昭和 24 年）
６月１日公布。同年９月１日施行。2015 年（平
成 27 年）９月 11 日最終改正。翌年４月１日改正
法施行）第１条は「（第１項）弁護士は、基本的
人権を擁護し、社会正義を実現することを使命と
する。（第２項）弁護士は、前項の使命に基き、
誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律
制度の改善に努力しなければならない」と規定し
ている。ここでは、日本の弁護士の使命は基本的
人権の擁護と社会正義であると明記されている。
これに対し、中国の弁護士は２．（５）でも述べ
たように律師暫行条例時代には、「国家機関、企
業や事業単位、社会団体、人民公社および公民に
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法律サービスを提供し、国家、集団の利益および
公民の合法的利益を保護」することが目的となっ
ていた。日本との比較で言うと、基本的人権の擁
護や社会正義の実現という文言がなく、代わって
国家や集団の合法的利益の保護という文言があ
る。この点からも、中国の弁護士は、基本的人権
の擁護を目的となっていなかったし、国家の利益
の保護が目的の一つであるため、犯罪情報の提供
など捜査機関への協力も業務の一つになり得ると
言える。
　律師法には、弁護士の目的などは規定されてい
ない。しかし、12 年刑訴法第 46 条の規定からす
ると、中国の弁護士の目的が基本的人権の擁護な
どではなく、国家や公民の合法的利益を総合して
保護することにあるという律師暫行条例時代の目
的は現在にも通じるだろう。また、「公民の合法
的利益」という文言も、犯罪行為という「合法的
ではないこと」を行った公民の利益は保護されな
いという意味が込められているように思える。そ
の意味でも弁護士が例え本来は業務上守秘すべき
情報を得たとしても、それが犯罪捜査に役立つな
らば、犯罪行為を行った公民の「情報を守秘して
もらえる権利」は認められないとも言える。これ
については、中国でも弁護士の業務上得た情報の
守秘は無限定ではなく、国家の安全に危機を与え
る、もしくは公共の安全および他人の人身に重大
な危害を与える犯罪に関する情報については、弁
護士の情報の守秘の範囲外にあると説明されてい
る（王 2013：82）。さらに、それこそが弁護士の
職業秘密と国家と人民の利益を総合した結果であ
ると述べられている（王 2013：82）。

（３）12年刑訴法で規定する意味
　12 年刑訴法第 46 条で、「守秘の権利」と「通
報義務」について規定されたわけだが、律師法第
38 条の「守秘義務」の規定は特に削除されたわ
けではない。律師法第 38 条の「守秘義務」は、「国
家の安全、公共の安全および他人の人身、財産の

安全に危害を加える犯罪もしくはその準備行為を
行っている事実およびその情報」については例
外とされていることは１．で述べた。しかし、12
年刑訴法第 46 条がこれ対してさらに通報義務を
課すという構成になっている。ここから、なぜこ
の通報義務を律師法改正により律師法で規定する
のではなく、12 年刑訴法に規定したのかという
点も問題となる。「守秘の権利」および「通報義
務」は弁護士の権利義務に関する規定であり、12
年刑訴法に規定するよりかは、律師法に規定する
方が適切と考えられるからである。
　日本でも弁護士など専門職の職務上知りえた事
実で黙秘すべき事項に対する証言拒絶権は、刑事
訴訟法および民事訴訟法上に規定されている。し
かし、日本の当該規定は、それぞれ刑事訴訟法お
よび民事訴訟法の「証人尋問」の章に規定されて
おり、弁護士などが「証人として呼ばれた際に」
証言を拒絶する根拠として用いられるため、刑事
訴訟法および民事訴訟法に規定されていてもおか
しなことではない。しかし、中国の「守秘の権利」
および「通報義務」は、「弁護およびその代理」
の章に規定されている。「通報義務」は、弁護と
いうよりは、むしろ被告人に不利な情報提供を行
うものであり、「弁護」とは言えない。しかも、「守
秘の権利」および「通報義務」を持つのは「弁護
を行う弁護士」であり、訴訟継続中のみに「守秘
の権利」および「通報義務」を持つわけではない。
そのため弁護士に一般的な義務を課すという意味
では、やはり律師法に規定されるべき内容と言え
る。
　しかし、中国ではじめて西洋的な弁護士制度を
導入したとされる法律も「大清刑事民事訴訟法草
案」であり、弁護士について専門に規定する法律
ではなかった。また、新中国成立初期においても、
弁護士制度に関する通知はいくつかでたものの、
初めて法律で弁護士について触れたのは「人民法
院組織法」であった。その意味では、弁護士制度
と人民法院組織法を含めた訴訟法との境目が曖昧
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なのは、中華民国期も含めた中国の特色と言える
かもしれない２。

（４）「守秘の権利」および「通報義務」規定か
ら見る中国社会

　本稿で指摘してきた 12 年刑訴法第 46 条に規定
された弁護士の「守秘の権利」と「通報義務」で
あるが、これらは実際にはどのように運用されて
いるのであろうか。残念ながら、2018 年４月 20
日現在で公開されている中国の裁判結果には、12
年刑訴法第 46 条の運用方法についての解釈方法
を判示したものは、存在しない３。また、中国の
弁護士に聞き取りを行っても本稿で指摘したよう
な問題は中国の弁護士の間ではあまり話題になっ
ていないし、知らない弁護士も多いのではないか
という回答が返ってきた（2016 年 12 月 21 日に
北京に勤務する弁護士に聞き取り、2017 年１月
７日に上海に勤務する弁護士に聞き取りを行い双
方とも同様の回答をした）。このことから 12 年刑
訴法上には「守秘の権利」と「通報義務」が規定
されたが、あくまでも条文上の改正に留まり、現
在はまだ中国の弁護士のあり方を大きく変えるも
のではないと言えるかもしれない。
　しかし、３．（１）で述べたように、様々な「暴
乱事件」に対応するために 12 年刑訴法が制定さ
れたという側面がある。これらの事件の一部に対
しては、従来は社会主義イデオロギーに基づき、
党に逆らう犯罪として超法規的に処理してきた。
しかし、そのような対応に対しては、国際社会か
らの批判も強く受けることになっていた。このよ
うな時期的な点から考えるに、中国政府は、今後
は表面上は犯罪の超法規的処理を行うことをなく
し、弁護士などにも「通報義務」を課し、「守秘
義務」を「格下げ」することによって、超法規的
処理と闘ってきた人権派弁護士をも法律に基づい
て中国政府への協力要員としようとしている可能
性がある。本節で既に述べた通り、12 年刑訴法
第 46 条の運用方法については現在のところ明確

な指針は明らかにされていないし、中国の弁護士
自身も 12 年刑訴法第 46 条について理解していな
いようであるが、今後、12 年刑訴法第 46 条がど
のように適用されていくのかは注視していく必要
があろう。もし、このような思惑が中国政府にあ
るとしたら、中国における弁護士の社会的位置づ
けは大きく変化したということになろう。

４．結びにかえて
　これまでの議論を総括すると、以下のように言
うことができよう。新中国の弁護士は元来公務員
であり、１．で述べた通り「弱者の味方」という
側面は弱いものであった。しかし、社会主義市
場経済制度の導入などにより、パートナーシップ
制弁護士事務所が認められるなどいわゆる西側諸
国の弁護士制度に近づいている部分もあったもの
の、12 年刑訴法第 46 条の「守秘の権利」、「通報
義務」の規定で、弁護士は国家のための活動もし
なければならないという従来の制度に一歩逆戻り
したと評価できよう。
　守秘義務に関する規定の変遷だけを見ても、律
師暫行条例では、文言上例外規定はなく守秘責
任を負っていたし、1996 年の律師法でも、文言
上の例外規定はなく守秘義務があった。その後、
2007 年の律師法から、文言上財産に関する犯罪
を含めて守秘義務の例外が設けられ、2012 年の
律師法で、守秘義務の例外が国家安全、公共安全
および他人の人身に対する犯罪のみとなった。財
産に関する犯罪は、人身に関する犯罪よりは、犯
罪の重要度は落ちるものであり、財産に関する犯
罪を守秘義務の例外から削除したのは大きなこと
と言えよう（もっとも、2007 年より前には文言
上守秘義務に例外はなく、この点で言えば日本の
弁護士制度と大きく変わらなかった）。しかし、
それにも関わらず 12 年刑訴法で中国における弁
護士のあり方は、公務員としての弁護士に再び大
きく近づいたと言えよう。この原因としては、３．

（４）で述べたように、これまで党に逆らうよう
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な犯罪に対して行っていた超法規的処理と闘う人
権派弁護士をも中国政府への協力要員にしようと
している可能性が指摘できる。しかも、法律の下
に「守秘の権利」と「通報義務」を規定しており、
国際社会からの目もある中、「法治」を標榜して
いる中国政府の方針とも一致していると言える。
弁護士は法律をもって中国政府への協力要員とな
る可能性があるからである。
　習近平以降の中国法の動向は、毛沢東時代の再
来を思わせる点があると指摘されている（高見澤
＝鈴木［ほか］2016：63）。確かに「守秘の権利」
や「通報義務」は弁護士に公務員としての地位を
再び持たせるという意味で、毛沢東時代への回帰
を想起させる。しかし、12 年刑訴法は、習近平
時代に作成されたものではない。その意味では、
習近平の党総書記就任前から毛沢東時代の再来を
思わせる点があったと言えなくもない。しかし、
３．（１）で述べたように中国社会の矛盾や亀裂
などから新中国の体制を守るために「社会主義和
諧社会」が提唱され、12 年刑訴法も制定された
とすると、結果として 12 年刑訴法に規定された

「守秘の権利」や「通報義務」は毛沢東時代への
回帰を想起するものの、意図して毛沢東時代への
回帰を狙ったわけではないとも言えそうである。
　いわゆる西側諸国では、「国家権力は弁護士を
取りこもうとし、弁護士はこれにあらがってき
た」と言われている（ラートブルフ 1961：194）。
もちろん、中国にもこれにあらがおうとする弁護
士は存在するものの、12 年刑訴法第 46 条によっ
て国家権力が弁護士を取り込んでしまったと評価
できよう。なお、弁護士に関して守秘の権利は
12 年刑訴法に定められ、その後 2017 年にも律師
法が改正されたにも関わらず、律師法では相変わ
らず「守秘義務」について規定されている。もち
ろん、弁護士は一般的には守秘義務を持ち、刑事
訴訟関係のみに限って守秘の権利へと「降格」す
るということなのだろうが、12 年刑訴法の守秘
の権利と律師法の守秘義務では矛盾が存在してい

るように見える（王 2012：127）。中国では読む
条文によって結論が変わるというように、法律全
体に矛盾が存在していると指摘されている（田中 
2011：80）。12 年刑訴法と律師法もそのような関
係になっていると言える。
　さて、３．（１）で述べたように、人権などの
観点から、12 年刑訴法に対しては積極的な評価
がある一方で、運用実態に着目すると人権保障は
いまだなされていないという評価もある。運用実
態まで踏み込まなくとも、弁護士の「守秘の権利」、

「通報義務」に着目すれば、12 年刑訴法には積極
的評価はできないと言える。

【付記】本稿初稿提出後に、中国の弁護士の全国
組織である中華全国弁護士協会［中華全国律師協
会］が、2018 年７月に「習近平同志を核心とす
る共産党中央の権威と集中統一指導を固く守る」
という内容を会則に加えたという報道がなされた

（「司法相『弁護士は党に従わなければならない』」
『朝日新聞』2018 年 7 月 5 日付 10 面）。形式的に
は中国全国弁護士協会が自主的に会則を変更した
ということになるが、中国共産党による圧力も
あったと考えられる。本稿で指摘してきたように、
12 年刑訴法第 46 条によって中国の弁護士は国家
権力に取り込まれたと言えるが、この中華全国弁
護士協会会則改正で、中国の弁護士はさらに中国
共産党にも取り込まれたと言えるだろう。

【付記 2】本稿校正中である 2018 年 10 月 25 日に
12 年刑訴法が一部改正され（同日施行）、本稿で

「12 年刑訴法第 46 条」と述べてきた条文は同日
以降「第 48 条」になった。

注
１　ここでいう社会主義イデオロギーでは、党に逆
らうような犯罪に対しては非法的・暴力的な処罰
を行い、それ以外の犯罪に対しては法律に則り処
罰を行うという手法である（甲斐＝劉 2011：16）。
弁護士制度との関係で言えば、１．で述べたよう
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な、中国の弁護士は弱者を助けるような立場にな
いという点がここに表れる。すなわち、形式的に
であれ党に逆らうような犯罪を行った者に対して
は、もはや弁護のしようがなくむしろ弁護士も当
該犯罪者を糾弾することが求められるのである。

２　中国法については、あらゆる法領域がグラデー
ション状態でつながっている（明確に分化してお
らず、濃淡の差にすぎない）という「グラデーショ
ン的法文化」と呼ばれる特質が指摘されている（宇
田川 2006：600；鈴木 2006：327-329）。中国では
刑事訴訟法と律師法にも連続性があると指摘でき
るかもしれない。

３　中国最大の法律資料検索サイト「法意科技」で
の検索結果による。ホームページアドレスは

〈http://www.lawyee.com/〉。
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